
令和5年度第3回岡山支部評議会 参考資料

令和6年1月17日

参考資料



1

議 題 1
保 険 料 率



2

議 題 1
保 険 料 率



運営委員会（令和５年１２月４日）における令和６年度保険料率に関する運営委員の主な意見（抜粋）
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議 題 1 保 険 料 率

〇 結論として、令和6年度の平均保険料率については、協会けんぽが中長期的な安定した運営のもとで、保険者機能が十分に発揮できるよう、現
行の10％を維持することはやむを得ないと思っている。支部評議会の意見についても昨年同様10％を維持すべきという意見が大半であった。積極
的な賛成より、料率維持もやむなしとの意見が多かったという認識である。そのことを踏まえ3点申し上げる。
1点目は、支部間の料率格差である。今年度の保険料率は新潟支部9.33％から佐賀支部の10.51％まで大きな格差が生じている。インセン
ティブの資料から保険料率が高い支部も頑張っていることがわかる。支部の保険者努力だけでは医療費適正化を即座に図ることは難しいため、格
差の縮小を図る仕組みを検討いただきたい。
2点目は、インセンティブ制度についてである。エビデンスに基づき、評価指標の妥当性も含めて検討いただきたい。
3点目は、国庫補助についてである。今後も可能な限り平均保険率10％を超えることないよう国庫補助率を現在の16.４％から20％に引き上げ
るよう国に求めていただきたい。

〇 支部評議会の意見を見ていると、中長期的観点により平均保険料率10％維持というコンセンサスは多くの評議会で持っているように感じる。平均
保険料率10％維持というコンセンサスが取れている中で、努力をしていかなければいけない。
デジタル化について、健保組合の中でデジタル化を進めた結果、財政状況がいいという健保組合がある。協会けんぽでもシステム改修等取り組んで
いると思うが、世の中のスピードは速いため、どんどん先取りして、協会けんぽがリードするようにしてほしい。

〇 支部評議会の意見について、平均保険料率10％を維持すべきとの意見がある中で、両方の意見がある支部もあり、どちらの意見も理解できるた
め難しい問題だと感じた。いくつかの支部で国庫補助率の引き上げを求める声があった。これは私としてもお願いしたい。また、インセンティブ制度につ
いて加入者にどれぐらい認知されているかとの意見があった。私のところにもインセンティブ制度の案内が届いて従業員へ説明したが、なかなか理解さ
れなかった。もう少し周知方法を検討すべきとの意見に賛成である。

〇 保険料率の問題について、支部評議会でおおむね平均保険料率10％を維持するべきとの支部が多く、単年度均衡主義を超えて中長期的に考
えることが広まっていることは感銘を受けた。その中で医療費抑制をしなければいけない。まずはローバリューケアとして効果が乏しいことに関してまず廃
止とすることから始まって、その次に同じ効果で費用が安くなるバイオシミラーや外来での手術の実施があり、その次に効果が高いけれど費用が高いも
のをどうするかという議論になる。臨床医は危機感を持っており、費用対効果を考えなければいけないと思っているが、どこまで支払うべきか、患者への
適用を費用対効果で考えるべきか、議論が煮詰まっていないところもある。医療費適正化でローバリューケアと費用を削減するところから始めるのは合
理的である。
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〇 評議会の議論においても、様々なテーマについて例年以上に積極的な提言がされているように感じている。本部としても、支部からの提言を蔑ろに
することなく、意見を取りまとめ、運営委員会の場においても個々のテーマに突っ込んで議論していただきたい。それが、支部を通じた事業主や加入
者の理解と、協会けんぽへの参画の意識を高めていくことにつながっていく。
支援金制度について、健康保険料率にも大きな影響を与えることが想定される。協会けんぽでは、将来の医療費の伸びに備え、2012年度から平
均保険料率を10％に据え置き準備金を積んでいるわけだが、このことと政府の言っている国民負担の軽減効果についても非常に気になるところであ
る。協会けんぽとしては、支援金制度と健康保険制度は別で考えたいということだと思うが、負担する事業主や被保険者は同じところからお金を拠
出するため、このような大きな変革が予想されている中、今までのように中長期的な視点だけで10％を維持するという1点だけではもたなくなってい
る。5年後、10年後の協会けんぽのあり方をどのように考えていくかを運営委員会で早急に議論する必要がある。我が国の国民皆保険の持続可能
性を考えると、医療費削減に取り組むほかない。そのためには、準備金に余裕のある今のうちに医療費削減の道筋を示していくことが重要である。

〇 令和6年度の平均保険料率の考え方に関して、財政の見通しの推計が保険料率を検討するうえで安定的な財政基盤を確保するための判断材
料として、手堅い推計をしていただいていると認識している。いくつかのシミュレーションをしても10年後には単年度収支で赤字になることが推計として
出ているが、コロナ等の不確定なこともあるため従来のやり方にとらわれず経済の状況を的確に反映した推計や説明をお願いしたい。平均保険料率
が10％というのは、毎年変化する残高がどう積み上がっていくかを見ながら政策を打っていくべきである。

運営委員会（令和５年１２月４日）における令和６年度保険料率に関する運営委員の主な意見（抜粋）

議 題 1 保 険 料 率



5

9.38%

9.55%

10.06% 10.06% 10.06%
10.09% 10.10%

10.15% 10.15%

10.22%

10.17% 10.18%

10.25%

10.07%

10.02%

9.34%

9.50%

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

9.20%

9.40%

9.60%

9.80%

10.00%

10.20%

10.40%

H22年3月～ H23年3月～ H24年3月～ H25年3月～ H26年3月～ H27年4月～ H28年3月～ H29年3月～ H30年3月～ H31年3月～ R2年3月～ R3年3月～ R4年3月～ R5年3月～ R6年3月～

岡山支部

全国平均

岡山支部 健康保険料率の推移

（見込み）

議 題 1
保 険 料 率



医療給付費実績そのものの上昇下落にかかわらず、令和4年度の医療給付費実績の前年度比が、全国平均と
比べて高ければ（低ければ）、令和6年度の都道府県単位保険料率は、上昇（下落）する傾向にある。
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協会けんぽの都道府県単位保険料率の設定のイメージ

都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の低い
県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなる。このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。

全国一本の保険料率
（平成20年9月まで）

都道府県単位保険料率（平成20年10月から）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例

全
国
一
律
の
保
険
料
率

都道府県ごとの医療費の水準
にかかわらず保険料率は一律

各都道府県の保
健事業等に要する
保険料分を合算

後期高齢者支援
金など全国一律で
賦課される保険料
分を合算

＋＋

地域差

所得水準を協会の
平均とした場合の
保険料収入額との
差額を調整

所得調整

年齢調整

年齢構成を協会の
平均とした場合の
医療費との差額を
調整

調
整
前
の
保
険
料
率

調
整
後
の
保
険
料
率(※

)

A県

B県 C県 最
終
的
な
保
険
料
率

年齢調整・所得調整
の結果、都道府県ごと
の保険料率は、医療
費の地域差を反映し
た保険料率となる。

Ａ県

（※）災害等特殊事情についても、適切な調整を行う。
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令和４年度（4月～3月確定値）のデータを用いた実績
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指標１．特定健診等の実施率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差
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指標２．特定保健指導の実施率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

指標３．特定保健指導対象者の減少率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

令和４年度（4月～3月確定値）のデータを用いた実績
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】
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指標４．医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

指標５．後発医薬品の使用割合の得点及び
当該評価指標に係る各項目の全国平均との差

令和４年度（4月～3月確定値）のデータを用いた実績
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